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町
民
の
皆
様
へ
、三
期
目
の

町
長
就
任
に
あ
た
り
一
言
ご
あ

い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

木
々
の
緑
が
鮮
や
か
に
風
薫

る
候
、皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
益
々
ご
清
栄
の
こ
と
と
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、去
る
４
月
18
日
執
行

の
上
里
町
長
選
挙
に
お
き
ま

し
て
、町
民
の
皆
様
を
は
じ
め

各
方
面
か
ら
の
力
強
い
ご
支
援

を
い
た
だ
き
無
投
票
に
よ
り
三

期
目
の
当
選
を
果
た
し
、５
月

11
日
よ
り
三
期
目
の
町
政
が
ス

タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
、第
四
次
上
里

町
総
合
振
興
計
画
の
将
来
像

「
人
と
自
然
が
響
き
あ
う『
ハ
ー

モ
ニ
ー
ガ
ー
デ
ン
上
里
』」に
向

け
て
、豊
か
な
自
然
環
境
を
生

か
し
開
か
れ
た
町
政
の
実
現
を

目
指
し
、積
極
的
に
町
政
を
進

め
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

現
在
、町
を
取
り
巻
く
社
会

経
済
情
勢
の
中
で
少
子
高
齢
化

や
環
境
問
題
、産
業
活
性
化
な

ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
、さ
ら

に
人
口
が
減
少
す
る
時
代
と
な

り
量
か
ら
質
へ
、ハ
ー
ド
か
ら

ソ
フ
ト
へ
の
ま
ち
づ
く
り
の
転

換
が
求
め
ら
れ
る
状
況
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
中
、

本
町
で
は
新
た
な
活
性
化
策
の

積
極
的
な
導
入
を
図
る
と
と
も

に
行
政
運
営
と
財
政
の
健
全
化

を
確
保
す
る
た
め
、新
行
政
改

革
推
進
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
取
り

組
み
を
行
っ
て
参
り
ま
す
。少

子
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
よ
り
、

増
大
す
る
医
療
、福
祉
、介
護
、

子
育
て
支
援
な
ど
に
必
要
と
さ

れ
る
経
費
は
、今
後
さ
ら
に
増

大
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、町
の
重
要
施
策
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
上
里
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
周
辺
地
区
整
備
事

業
の
推
進
、公
共
下
水
道
事
業

の
推
進
、上
里
中
学
校
校
舎
の

建
て
替
え
を
は
じ
め
と
す
る
校

舎
の
耐
震
化
対
策
の
実
施
、都

市
計
画
道
路
古
新
田
四
ツ
谷
線

の
整
備
な
ど
重
要
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
達
成
に
向
け
全
力
で
取

り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　

明
る
く
住
み
よ
い
上
里
町
を

つ
く
る
た
め
、誠
意
と
熱
意
を

も
っ
て
頑
張
っ
て
参
り
ま
す
の

で
、町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、今
後
と
も
ご
協
力
と

ご
支
援
の
ほ
ど
重
ね
て
お
願
い

申
し
上
げ
、三
期
目
の
就
任
に

あ
た
っ
て
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。

第
三
期
関
根
町
政
ス
タ
ー
ト

人
と
自
然
が
響
き
あ
う『
ハ
ー
モ
ニ
ー
ガ
ー
デ
ン
上
里
』

開
か
れ
た
町
政
の

実
現
を
目
指
し
て

上
里
町
長
　
関
根
孝
道

5月11日㈫、関根町長初登庁
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平成22年度区長会役員構成を
お知らせします。まだ間に合います！

特定健康診査の申し込みはお済みですか？

町内各小・中学校の

　　　緊急点検が行われました。

会　長 北山　芳宣

副会長 小野　英彦 堀込　正義
楢原　省二 杉山　正治

理　事
深江　哲男 栗原　義和
菅原　賢一 保延　勝美
栗原　尚男

監　事 野村　誠一 池田　勝已

　40歳以上の上里町国民健康保険加入者及び後期高齢者医療
制度加入者を対象に、６月から健康診査を実施しています。
　すでに申し込みをされている方には、順次、受診券を郵送し
ています。日程等をご確認のうえ、忘れずに受診してください。
　これからの申し込みについては、さらに多くの方に受診し
ていただくため、４月に郵送した申込書のほか、６月７日㈪よ
り電話での申し込みも受付します。定員に余裕がある日もあ
りますので、申し込みや予約日の変更などはお早めにご連絡
ください。

【申し込み可能な健康診査日程】

７月 ５日㈪・ ６日㈫・ ７日㈬

８月 24日㈫・ 25日㈬　 
    
受付時間…午後１時～２時
会　　場…ワープ上里（上里勤労者総合文化センター）
料　　金…1,000円

【検査内容】

問診、理学的検査（身体診察）、身長・体重・腹囲の測定、ＢＭ
Ｉ（肥満度）の判定、血圧測定、尿検査、血液検査（肝機能検
査・血中脂質検査・血糖検査・貧血検査）、心電図検査、眼底
検査

問合せ…健康保険課医療年金係【☎35－1221内線1221～1225】

　４月に茨城県の高校で２階の手すりが
崩れ、生徒２名が転落してけがをする事
故が起こりました。
　この事故を受けて、町では５月10日㈪
に校長先生の立ち会いのもと、設計士に
よる町内各小・中学校の緊急点検を実施
しました。
　今後、緊急性が高い箇所より、順次、改
修工事を実施していきます。

子
ど
も
手
当
受
給
者
の
方
へ

～
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に
～

　

子
ど
も
手
当
の
受
給
が
認
定

さ
れ
て
い
る
方
は
、６
月
中
に

『
現
況
届
』の
提
出
が
必
要
で
す
。

（
４
月
、５
月
に
新
規
認
定
請
求

を
し
た
方
は
提
出
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。）

　

現
況
届
は
、６
月
１
日
に
お
け

る
状
況
を
記
載
し
、子
ど
も
手
当

を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
が
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

の
重
要
な
も
の
で
す
。こ
の
届
の

提
出
が
な
い
と
、６
月
分
以
降
の

手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

提
出
が
必
要
な
受
給
者
あ
て
に
は
、６
月
上
旬
に『
現
況
届
』の
用

紙
を
郵
送
し
ま
す
。６
月
30
日
㈬
ま
で
に
福
祉
こ
ど
も
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

【
現
況
届
に
必
要
な
添
付
書
類
】

◆
受
給
者
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等（
厚
生
年
金
加
入
の
方
）の
場
合
は
、

　

受
給
者
の
方
の
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
を
現
況
届
の
裏
面
に
糊
付

　

け
し
て
く
だ
さ
い
。（
児
童
の
保
険
証
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

◆
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
…
福
祉
こ
ど
も
課
こ
ど
も
青
少
年
係【

☎
35
―
１
２
３
６（
直
）】
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～健康ですこやかな暮らしを支える大切な制度～

『国民健康保険』
よくある質問と回答を紹介します。

　国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金（保険税）を出し合い、医療費の補助などにあ
てる助け合いの制度です。
　国民健康保険税（以下「保険税」）は、皆さんの国民健康保険を運営するための大切な財源です。国の補助と
合わせて、皆さんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金・葬祭費・介護納付金などの給
付の費用にあてられるものです。
　なお、保険税の税率等は、納税通知書、特別徴収税額の通知書、変更通知書、上里町ホームページ（http://
www.town.kamisato.saitama.jp）等に記載してありますので、参考にしてください。
◆問合せ…税務課住民税係【☎35－1220内線1131・1132・1133】

Ａ
．
社
会
保
険
等
か
ら
抜
け
た

月
よ
り
、
月
割
り
で
保
険
税
が

課
税
に
な
り
ま
す
。
国
民
健
康

保
険
の
１
年
間
は
４
月
～
翌
年

３
月
で
、
上
里
町
で
は
８
期
に

分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

加
入
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い

方
は
、
社
会
保
険
の
資
格
喪
失

証
明
書
（
扶
養
者
が
い
た
場
合

は
そ
の
方
の
氏
名
も
記
載
さ
れ

た
書
類
）
、
認
印
を
持
参
し
て
、

健
康
保
険
課
医
療
年
金
係
（
１

階
⑥
番
窓
口
）
ま
で
お
願
い
し

ま
す
。

Ａ
．
非
自
発
的
失
業
（
「
倒

産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
」 

や
「
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離

職
」
）
を
さ
れ
た
方
は
、
申
請

に
よ
り
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。
詳
し
く
は
広
報
５
月
号
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ａ
．
社
会
保
険
等
に
加
入
し
た

月
か
ら
、
月
割
り
で
保
険
税
が

減
額
に
な
り
ま
す
。
納
め
す
ぎ

た
も
の
は
、
還
付
又
は
以
降
の

保
険
税
に
充
当
し
ま
す
。
喪
失

手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、

社
会
保
険
の
保
険
証
と
国
民
健

康
保
険
者
証
、
認
印
を
持
参
し

て
健
康
保
険
課
医
療
年
金
係

（
１
階
⑥
番
窓
口
）
ま
で
お
願

い
し
ま
す
。

Ａ
．
国
民
健
康
保
険
は
世
帯
主

課
税
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
社
会
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
主
で
も
、
保
険
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
課
税
内

容
は
加
入
者
分
だ
け
で
す
。

Ａ
．
国
民
健
康
保
険
の
税
額
は

個
人
ご
と
に
違
い
ま
す
。
税
務

課
住
民
税
係
（
１
階
⑩
番
窓

口
）
で
税
額
の
試
算
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
昨
年
中
の
所
得

が
未
申
告
の
方
や
、
今
年
に

な
っ
て
上
里
町
に
転
入
さ
れ
た

方
は
、
試
算
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

Ａ
．
給
与
か
ら
引
か
れ
て
い
る

保
険
料
が
何
月
分
な
の
か
会
社

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
一
般

的
に
前
月
分
の
保
険
料
を
、
翌

月
の
給
与
か
ら
引
い
て
い
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。
国
民
健

康
保
険
は
加
入
手
続
の
属
す
る

月
か
ら
月
割
り
で
課
税
に
な
り

ま
す
の
で
、
も
し
、
給
与
か
ら

引
か
れ
て
い
る
保
険
料
が
10
月

分
な
ら
ば
会
社
か
ら
返
し
て
も

ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ａ
．
満
40
歳
に
な
る
と
、
介
護

保
険
２
号
被
保
険
者
に
該
当
し

ま
す
。
加
入
し
て
い
る
保
険
制

度
の
税
（
料
）
に
含
め
て
納
付

す
る
も
の
で
、
誕
生
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
負
担
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
介
護
年
齢
基
準
日
は
誕

Ｑ
．会
社
を
退
職
し
た
の
で

す
が
、保
険
税
は
ど
う
な
る

の
で
す
か
？

Ｑ
．会
社
の
倒
産
に
よ
り
退

職
し
た
の
で
す
が
、保
険
税

は
安
く
な
り
ま
す
か
？

Ｑ
．加
入
者
は
私（
子
）一
人

で
す
が
、社
会
保
険
に
加
入

し
て
い
る
父
あ
て
に
保
険

税
の
納
付
書
が
届
い
た
の

は
な
ぜ
で
す
か
？

Ｑ
．満
40
歳
に
な
っ
た
翌
月

に
、国
民
健
康
保
険
の
納
税

通
知
書（
増
額
）が
届
い
た

の
は
な
ぜ
で
す
か
？

Ｑ
．10
月
に
退
職
し
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
た
が
、会

社
の
10
月
分
給
与
か
ら
保

険
料
が
引
か
れ
て
い
て
、二

重
払
い
に
な
る
の
で
は
？

Ｑ
．会
社
を
退
職
す
る
予
定

で
す
。社
会
保
険
の
任
意
継

続
と
国
民
健
康
保
険
、ど
ち

ら
に
加
入
す
る
か
迷
っ
て

い
ま
す
。保
険
税
は
ど
の
く

ら
い
に
な
り
ま
す
か
？

Ｑ
．会
社
に
就
職
し
た
の
で

す
が
、保
険
税
は
ど
う
な
る

の
で
す
か
？
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国
民
年
金
保
険
料
に
は
多
段
階
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

   

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

№311

　

経
済
的
な
理
由
や
災
害
等
に

よ
り
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
と
き
は
、
申
請
し
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
が
免
除
さ

れ
ま
す
。
以
前
か
ら
全
額
免
除

と
半
額
免
除
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
に
加
え
、
平
成
18
年
７
月

か
ら
は
４
分
の
１
免
除
と
４
分

の
３
免
除
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

被
保
険
者
の
方
々
の
負
担
能
力

に
対
応
で
き
る
よ
う
段
階
的
に

免
除
基
準
を
設
定
し
て
、
納
付

し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
目
指

し
ま
す
。

◆
免
除
の
対
象
に
な
る
か
ど
う

か
は
、
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯

主
の
前
年
の
所
得
が
そ
れ
ぞ
れ

免
除
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と
が

条
件
と
な
り
ま
す
。

◆
天
災
や
失
業
等
の
理
由
に
よ

る
申
請
も
で
き
ま
す
。
そ
の
際

は
、
公
的
機
関
で
発
行
す
る
証

明
書
等
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
が
、

全
額
免
除
・
納
付
猶
予
に
該
当

す
る
場
合
は
、
希
望
に
よ
り
翌

年
手
続
き
を
し
な
く
て
も
継
続

し
て
申
請
で
き
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

＜免除承認期間＞
申請月 承認期間

22年７月
まで

21年７月～22年６月
（20年所得で審査）

22年７月～23年６月 
（21年所得で審査）22年８月～

23年７月

＜免除の対象となる所得（収入）の目安＞　　※（　）内は給与所得者の年収ベースの目安

全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除
４人世帯

（夫婦・16歳未満の子2人）
１６２万円

（２５７万円）
２３０万円

（３５４万円）
２８２万円

（４２０万円）
３３５万円

（４８６万円）
２人世帯

（夫婦のみ）
９２万円

（１５７万円）
１４２万円

（２２９万円）
１９５万円

（３０４万円）
２４７万円

（３７６万円）

単身世帯 ５７万円
（１２２万円）

９３万円
（１５８万円）

１４１万円
（２２７万円）

１８９万円
（２９６万円）

・（　）内の収入の目安は、収入のすべてが給与所得であった場合を仮定して計算しています。
・社会保険料控除などの控除額が各個人で異なるためこの表はあくまで目安となります。
・４人世帯及び２人世帯のご夫婦は、夫又は妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合です。

納 税 窓 口
夜間開庁・休日開庁のお知らせ

◆６月の開庁日
　［夜間（午後８時まで）］
　６月25日㈮
　［休日（午前８時30分～正午）］
　６月13日㈰
※夜間は庁舎西入口（夜間入口）より
　お入りください。
◆窓口・問合せ
　税務課収税係【☎35－1220（直通）】

○税の納付は便利、確実な

『口座振替』のご利用を！

○税は納期限内に納めましょう！

生
日
の
前
日
で
す
。

Ａ
．
本
年
10
月
か
ら
、
保
険
税

を
年
金
か
ら
引
い
て
納
め
て
い

た
だ
く
方
と
な
り
ま
す
。
年
税

額
の
半
分
を
納
付
書
又
は
口
座

振
替
で
（
７
・
８
・
９
月
）
、

後
半
分
を
年
金
か
ら
（
10
・

12
・
２
月
）
の
納
税
と
な
り
ま

す
。
申
し
出
に
よ
り
、
年
金
か

ら
で
は
な
く
口
座
振
替
に
よ
る

納
付
方
法
に
変
更
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

Ａ
．
納
付
書
又
は
口
座
振
替
で

納
付
し
た
も
の
は
使
え
ま
す
。

年
金
か
ら
引
い
て
納
め
て
い

た
だ
い
た
も
の
は
、
そ
の
年
金

受
給
者
の
み
、
社
会
保
険
料
控

除
の
中
に
含
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
実
際
は
別
の
方
（
子
供

等
）
が
負
担
し
て
い
る
と
い
う

場
合
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
方
法
に
変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
．
加
入
者
全
員
（
擬
制
世
帯

主
も
含
む
）
の
前
年
中
の
合
計

所
得
が
、
一
定
の
範
囲
内
で
あ

れ
ば
国
民
健
康
保
険
税
の
均
等

割
と
平
等
割
が
減
額
に
な
り
ま

す
。
合
計
所
得
が
33
万
円
以

下
で
７
割
、
33
万
円
＋
（
世
帯

主
を
除
く
被
保
険
者
数
×
24
・

5
万
円
）
以
下
で
５
割
、
33
万

円
＋
（
世
帯
主
を
除
く
被
保
険

者
数
×
35
万
円
）
以
下
で
２
割

減
額
に
な
り
ま
す
。

　

世
帯
の
中
に
申
告
が
済
ん
で

な
い
方
が
い
る
と
、
軽
減
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
16
歳
以
上
で
国
民

健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
は
必
ず
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。
（
扶
養
に
な
っ
て
い
る
方

も
必
要
で
す
。
）

Ａ
．
税
務
課
収
税
係
で
納
付
の

相
談
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
減
免
制
度
（
要
審
査
）

（
災
害
・
障
害
・
病
気
・
拘
禁

等
）
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◆問合せ…健康保険課医療年金係【☎35－1222内線1221～1225】
　　　　　熊谷年金事務所（埼玉県国民年金電話相談センター）【☎048－525－1844】

⑤

Ｑ
．「
納
税
通
知
書
」と「
特

別
徴
収
税
額
の
通
知
書
」の

２
通
、届
き
ま
し
た
が
ど
う

い
う
こ
と
で
す
か
？

Ｑ
．父
の
保
険
税
を
私
が
負

担
し
て
い
ま
す
。そ
の
負
担

し
た
額
を
、年
末
調
整
や
確

定
申
告
で
使
え
ま
す
か
？

Ｑ
．軽
減
制
度
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
す
か
？

Ｑ
．災
害
に
遭
い
、収
入
が

減
少
し
て
保
険
税
を
納
め

る
の
が
大
変
で
す
。ど
う
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
？


